
 

 

 

 

 

提案地方公共団体等 

提出資料 
通番 ヒアリング事項 ヒアリング団体 ページ 

40 消費者安全法の勧告・命令権限の都道府県への移譲（1件） 東京都 ― 

55 
産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な

計画に係る国の同意協議の見直し（7件） 

兵庫県 ― 

九州地方知事会 

（福岡県） 
― 

神奈川県 ― 

56 
緑地面積率等に係る地域準則についての条例制定権限の

町村への移譲（3件） 
聖籠町 １～２ 

57 工場立地法の緑地面積に係る規制緩和（1件） 愛媛県 ３ 

12 介護保険事業に係る規制緩和（3件） 

長崎県 ４～６ 

千葉県 ７ 

萩市 ― 

49 
臨床研修病院の指定、研修医受入定員調整権限の都道府県

への移譲（1件） 
兵庫県 ― 

15 社会医療法人の認定要件緩和（2件） 

熊本県 

８～１２ 
九州地方知事会 

（熊本県） 

51 
水道事業等の認可等の権限の国から都道府県への移譲（6

件） 

中国地方知事会 

（広島県） 
１３～１７

21 
複数の都道府県にまたがる産業廃棄物収集運搬業の許可

に係る規制緩和（1件） 
愛媛県 ― 
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・
聖

籠
町

は
、
国

際
拠

点
港

湾
新

潟
港

（
東

港
区
）
中
央
水
路
を
境
界
に
し
、
政
令
都
市
新
潟
市

の
北
側
に
隣
接
。

・
新

潟
東

港
工

業
地

帯
は

、
聖

籠
町

行
政

区
面

積
の
約

25
％
を
占
め
、
製
造
業
な
ど
を
中
心
に

20
0

社
を
超
え
る
企
業
が
立
地
。

・
農

村
的

雰
囲

気
が

残
る
「
農

村
機

能
」
と
工

業
地

帯
な
ど
に
よ
る
都

市
化

が
進

展
し
た
「
都

市
機

能
」

が
共
存
す
る
町
。

人
口

:1
4,

35
2人

（
平
成

26
年

7月
末
）

聖
籠
町
と
新
潟
東
港
工
業
地

帯
通番５６：緑地面積率等に係る地域準則についての条例制定権限の町村への移譲（聖籠町）
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必
要緑

地
面
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緑
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＜
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＞
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、
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れ
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の
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※
次
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届

出
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に

併
せ

て
届
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行
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り
る

。

○
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会
通

念
上

軽
微

な
変

更
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考
え

ら
れ

る
届

出
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比
較

的
届

出
の

多
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事
例

を
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照
し

、
周

辺
環

境
に

応
じ

た
緑

地
削

減
割

合
を

設
定

す
る

。

緑
地

を
2
0
㎡

程
度

削
減

す
る

と
・

・
・

愛
媛

県

通番５７：工場立地法の緑地面積に係る規制緩和（愛媛県）
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